
平成１９事業年度財務諸表等及び決算報告書に関する意見書 
 
 
 日本私立学校振興・共済事業団法第１１条第３項の規定に基づき、平
成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの平成１９事業年度
における財務諸表及び業務報告書並びに決算報告書について監査を実
施した。 
その監査結果について、下記のとおり報告します。 

 
記 

 
１．財務諸表は、法令及び規程等に基づき作成され、日本私立学校振興・ 
 共済事業団の財産及び損益の状況を正しく示していると認めます。 
 
２．業務報告書は、日本私立学校振興・共済事業団の事業の実施状況を
正しく示しており、業務は法令及び規程等に従って、適正かつ能率的
に運営されていると認めます。 

 
３．決算報告書は、予算区分に従い、法令及び規程等に基づき作成され、
日本私立学校振興・共済事業団の収支の状況を正しく示していると認
めます。 

 
４．利益の処分（案）に関する書類は、法令及び規程に適合しているも
のと認めます。 

 
５．附属明細書は、記載すべき事項を正しく示していると認めます。 
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